
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
十
八
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

五
号
）
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
基
準
を
定
め
て
指

定
す
る
医
療
機
器
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

九

１

自
己
検
査
用
グ
ル
コ
ー
ス

次
の
評
価
項
目
に
つ
い
て
厚

自
己
検
査
に
よ
る
血
液
中
の

測
定
器

生
労
働
省
医
薬
・
生
活
衛
生

グ
ル
コ
ー
ス
を
測
定
す
る
こ

局
長
が
定
め
る
基
準
に
よ
り

と
。

評
価
す
る
こ
と
。

１

日
内
再
現
性

２

日
間
再
現
性

３

シ
ス
テ
ム
の
精
確
さ

４

ヘ
マ
ト
ク
リ
ッ
ト
値
の



評
価

十

１

脳
神
経
外
科
手
術
用
ナ
ビ

次
の
評
価
項
目
に
つ
い
て
厚

脳
神
経
外
科
手
術
又
は
脳
神

ゲ
ー
シ
ョ
ン
ユ
ニ
ッ
ト

生
労
働
省
医
薬
・
生
活
衛
生

経
外
科
手
術
及
び
整
形
外
科

局
長
が
定
め
る
基
準
に
よ
り

手
術
そ
の
他
の
外
科
手
術
に

評
価
す
る
こ
と
。

お
い
て
、
位
置
情
報
を
把
握

１

距
離
計
測
の
測
定
精
度

す
る
た
め
に
、
位
置
検
出
器

２

角
度
計
測
の
測
定
精
度

か
ら
の
情
報
を
コ
ン
ソ
ー
ル

上
に
表
示
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
の
四
十
三
の
項
中
「
Ｔ
〇
六
〇
一
―
一
」
を
「
Ｔ
八
〇
六
〇
一
―
二
―
六
一
」
に
、
同
表
五
十
三
の
項
中

「
Ｔ
〇
六
〇
一
―
一
」
を
「
Ｔ
七
三
二
〇
」
に
、
同
表
六
百
十
の
項
中
「
Ｔ
〇
六
〇
一
―
一
」
を
「
Ｔ
七
三
一
二
」
に

、
同
表
八
百
六
十
の
項
中
「
Ｔ
〇
六
〇
一
―
一
」
を
「
Ｔ
八
〇
六
〇
一
―
二
―
六
一
」
に
、
同
表
八
百
七
十
の
項
中
「

Ｔ
〇
六
〇
一
―
一
」
を
「
Ｔ
七
三
二
〇
」
に
改
め
る
。


